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 佐賀県選挙管理委員会告示第 25 号 

 令和５年４月９日執行の佐賀県議会議員選挙における選挙運動に関する支出

金額の制限額は、次のとおりである。 

  令和５年３月 31 日 

      佐賀県選挙管理委員会委員長  大  川  正 二 郎    

選 挙 区 選挙運動に関する支出金額の制限額 

佐賀市 5,336,900 円 

唐津市・玄海町 5,307,800 円 

鳥栖市 5,551,500 円 

多久市 5,188,700 円 

伊万里市 5,709,600 円 

武雄市 5,544,400 円 

鹿島市・太良町 5,161,900 円 

小城市 5,425,500 円 

嬉野市 5,651,000 円 

神埼市・吉野ヶ里町 5,514,600 円 

三養基郡 5,721,200 円 

西松浦郡 5,228,800 円 

杵島郡 5,212,200 円 

 


